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(57)【要約】
【課題】対象項目に対する操作が行われたときに、表示
されているリスト中の対象項目と関連する項目を探し易
くする。
【解決手段】取得部は、複数の設定項目が順番に並べら
れたリスト２０の一部が表示部に表示され、複数の設定
項目に含まれる設定項目２２１に対して操作が行われる
と、操作を示す操作情報を取得する。スクロール部は、
操作情報が取得されると、複数の設定項目のうち設定項
目２２１と関連する設定項目２１８～２２０及び２２２
が優先して表示されるようリスト２０をスクロールする
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の項目が順番に並べられたリストの一部が表示部に表示され、前記複数の項目に含
まれる対象項目に対して操作が行われると、前記操作を示す操作情報を取得する取得部と
、
　前記操作情報が取得されると、前記複数の項目のうち前記対象項目と関連する関連項目
が優先して表示されるよう前記リストをスクロールするスクロール部と
　を備える表示制御装置。
【請求項２】
　前記関連項目は、前記複数の項目のうち前記対象項目が属するグループに属する他の項
目である第１の関連項目を含む
　請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記複数の項目は、前記表示部の画面の一端から他端に向かう方向に沿って順番に並べ
られ、
　前記スクロール部は、前記第１の関連項目が前記画面の前記一端又は前記他端に表示さ
れる位置まで前記リストをスクロールする
　請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記関連項目は、前記対象項目が属するグループに属する複数の他の項目である複数の
第１の関連項目を含み、
　前記スクロール部は、前記複数の第１の関連項目に含まれる前記順番が前記対象項目よ
り後の少なくとも１の第１の関連項目のうち最初の第１の関連項目が前記画面の前記一端
又は前記他端に表示される位置まで前記リストをスクロールする
　請求項３に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記スクロール部は、前記対象項目が属する対象グループと他のグループとが前記表示
部の画面に並べて表示されている場合には、前記画面に占める前記対象グループの表示領
域が増加するように前記リストをスクロールする
　請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記スクロール部は、前記対象項目が属する対象グループと他のグループとが前記表示
部の画面に並べて表示されている場合には、前記画面に占める前記他のグループの表示領
域が減少するように前記リストをスクロールする
　請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記スクロール部は、前記対象項目と前記第１の関連項目とが表示されるよう前記リス
トをスクロールする
　請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記関連項目は、前記複数の項目のうち前記対象項目と併せて操作されるよう予め定め
られた他の項目である第２の関連項目を含む
　請求項１から７のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記複数の項目は、前記表示部の画面の一端から他端に向かう方向に沿って順番に並べ
られ、
　前記スクロール部は、前記関連項目に前記第２の関連項目が含まれる場合には、前記第
２の関連項目が前記画面の一端又は他端に表示される位置まで前記リストをスクロールす
る
　請求項８に記載の表示制御装置。
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【請求項１０】
　前記関連項目は、前記対象項目と併せて操作されるよう予め定められた複数の他の項目
である複数の第２の関連項目を含み、
　前記スクロール部は、前記関連項目に前記複数の第２の関連項目が含まれる場合におい
て前記複数の第２の関連項目が前記表示部の画面に収まるときは、前記複数の第２の関連
項目が表示される位置まで前記リストをスクロールする
　請求項８又は９に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　複数の項目が順番に並べられたリストの一部を表示する表示部と、
　前記複数の項目に含まれる対象項目に対して操作が行われると、前記操作を示す操作情
報を取得する取得部と、
　前記操作情報が取得されると、前記複数の項目のうち前記対象項目と関連する関連項目
が優先して表示されるよう前記リストをスクロールするスクロール部と
　を備える表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置及び表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　入力項目や設定項目等の各種の項目を画面に表示し、これらの項目に対する操作を受け
付ける技術が知られている。例えば特許文献１には、データ入力画面を表示し、入力デー
タにエラーがある場合には、エラー項目のみをピックアップして表示させる技術が記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－１０１２３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、複数の項目がリスト形式で表示される場合がある。この場合において、例え
ばリストに含まれる項目の中にその項目に関連する他の項目が存在するときは、その項目
の操作に続いて関連する項目が操作されるのが好ましい。しかし、例えばリストが長く、
関連する項目が非表示になっている場合には、関連する項目を操作するには、その前にリ
ストをスクロールする操作を行い、関連する項目を探さなくてはならない。このとき、関
連する項目が表示される位置までリストを正確にスクロールする操作を行うのは容易では
ない。その結果、関連する項目が操作し難いという問題があった。
　本発明は、対象項目に対する操作が行われたときに、表示されているリスト中の対象項
目と関連する項目を探し易くすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る発明は、複数の項目が順番に並べられたリストの一部が表示部に表示さ
れ、前記複数の項目に含まれる対象項目に対して操作が行われると、前記操作を示す操作
情報を取得する取得部と、前記操作情報が取得されると、前記複数の項目のうち前記対象
項目と関連する関連項目が優先して表示されるよう前記リストをスクロールするスクロー
ル部とを備える表示制御装置である。
【０００６】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の表示制御装置において、前記関連項目は、前
記複数の項目のうち前記対象項目が属するグループに属する他の項目である第１の関連項
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目を含む。
【０００７】
　請求項３に係る発明は、請求項２に記載の表示制御装置において、前記複数の項目は、
前記表示部の画面の一端から他端に向かう方向に沿って順番に並べられ、前記スクロール
部は、前記第１の関連項目が前記画面の前記一端又は前記他端に表示される位置まで前記
リストをスクロールする。
【０００８】
　請求項４に係る発明は、請求項３に記載の表示制御装置において、前記関連項目は、前
記対象項目が属するグループに属する複数の他の項目である複数の第１の関連項目を含み
、前記スクロール部は、前記複数の第１の関連項目に含まれる前記順番が前記対象項目よ
り後の少なくとも１の第１の関連項目のうち最初の第１の関連項目が前記画面の前記一端
又は前記他端に表示される位置まで前記リストをスクロールする。
【０００９】
　請求項５に係る発明は、請求項２に記載の表示制御装置において、前記スクロール部は
、前記対象項目が属する対象グループと他のグループとが前記表示部の画面に並べて表示
されている場合には、前記画面に占める前記対象グループの表示領域が増加するように前
記リストをスクロールする。
【００１０】
　請求項６に係る発明は、請求項２に記載の表示制御装置において、前記スクロール部は
、前記対象項目が属する対象グループと他のグループとが前記表示部の画面に並べて表示
されている場合には、前記画面に占める前記他のグループの表示領域が減少するように前
記リストをスクロールする。
【００１１】
　請求項７に係る発明は、請求項２に記載の表示制御装置において、前記スクロール部は
、前記対象項目と前記第１の関連項目とが表示されるよう前記リストをスクロールする。
【００１２】
　請求項８に係る発明は、請求項１から７のいずれか１項に記載の表示制御装置において
、前記関連項目は、前記複数の項目のうち前記対象項目と併せて操作されるよう予め定め
られた他の項目である第２の関連項目を含む。
【００１３】
　請求項９に係る発明は、請求項８に記載の表示制御装置において、前記複数の項目は、
前記表示部の画面の一端から他端に向かう方向に沿って順番に並べられ、前記スクロール
部は、前記関連項目に前記第２の関連項目が含まれる場合には、前記第２の関連項目が前
記画面の一端又は他端に表示される位置まで前記リストをスクロールする。
【００１４】
　請求項１０に係る発明は、請求項８又は９に記載の表示制御装置において、前記関連項
目は、前記対象項目と併せて操作されるよう予め定められた複数の他の項目である複数の
第２の関連項目を含み、前記スクロール部は、前記関連項目に前記複数の第２の関連項目
が含まれる場合において前記複数の第２の関連項目が前記表示部の画面に収まるときは、
前記複数の第２の関連項目が表示される位置まで前記リストをスクロールする。
【００１５】
　請求項１１に係る発明は、複数の項目が順番に並べられたリストの一部を表示する表示
部と、前記複数の項目に含まれる対象項目に対して操作が行われると、前記操作を示す操
作情報を取得する取得部と、前記操作情報が取得されると、前記複数の項目のうち前記対
象項目と関連する関連項目が優先して表示されるよう前記リストをスクロールするスクロ
ール部とを備える表示装置である。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に係る発明によれば、対象項目に対する操作が行われたときに、表示されてい
るリスト中の対象項目と関連する項目が探し易くなる。
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　請求項２に係る発明によれば、関連項目が操作が行われた対象項目と同一のグループに
属する他の項目とは異なる項目である場合に比べて、対象項目と同一のグループに属する
他の項目が探し易くなる。
　請求項３に係る発明によれば、操作が行われた対象項目と同一のグループに属する他の
項目とは異なる項目が画面の一端及び他端とは異なる部分に表示される位置までリストが
スクロールされる場合に比べて、対象項目と同一のグループに他の項目が探し易くなる。
　請求項４に係る発明によれば、操作が行われた対象項目と同一のグループに属する対象
項目より順番が後ろの少なくとも１の他の項目のうち最初の項目とは異なる項目が画面の
一端又は他端に表示される位置までリストがスクロールされる場合に比べて、対象項目と
同一のグループに属する対象項目より順番が後ろの少なくとも１の他の項目のうち最初の
項目が探し易くなる。
　請求項５に係る発明によれば、操作が行われた対象項目が属するグループの表示領域が
減少するようにリストがスクロールされる場合に比べて、対象項目と同一のグループに属
する他の項目が探し易くなる。
　請求項６に係る発明によれば、操作が行われた対象項目が属するグループと並べて表示
されている他のグループの表示領域が増加するようにリストがスクロールされる場合に比
べて、対象項目と同一のグループに属する他の項目が探し易くなる。
　請求項７に係る発明によれば、操作が行われた対象項目と同一のグループに属する他の
項目を対象項目を見ながら操作することができる。
　請求項８に係る発明によれば、関連項目が操作が行われた対象項目と併せて操作される
よう予め定められた他の項目とは異なる項目である場合に比べて、対象項目と併せて操作
されるよう予め定められた他の項目が探し易くなる。
　請求項９に係る発明によれば、操作が行われた対象項目と併せて操作されるよう予め定
められた他の項目と異なる項目が画面の一端及び他端とは異なる部分に表示される位置ま
でリストがスクロールされる場合に比べて、対象項目と併せて操作されるよう予め定めら
れた他の項目が探し易くなる。
　請求項１０に係る発明によれば、操作が行われた対象項目と併せて操作されるよう予め
定められた複数の他の項目の少なくとも一部が表示されない位置までリストがスクロール
される場合に比べて、対象項目と併せて操作されるよう予め定められた複数の他の項目が
探し易くなる。
　請求項１１に係る発明によれば、対象項目に対する操作が行われたときに、表示されて
いるリスト中の対象項目と関連する項目が探し易くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】表示装置１０のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図２】項目テーブル１３１の一例を示す図である。
【図３】表示部１４に表示されたリスト２０の一例を示す図である。
【図４】表示装置１０の機能構成の一例を示す図である。
【図５】表示装置１０の第１の動作例を示すフローチャートである。
【図６】第１の動作例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。
【図７】第１の動作例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。
【図８】第１の動作例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。
【図９】第１の動作例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。
【図１０】表示装置１０の第２の動作例を示すフローチャートである。
【図１１】第２の動作例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。
【図１２】第２の動作例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。
【図１３】第２の動作例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。
【図１４】表示装置１０の第３の動作例を示すフローチャートである。
【図１５】第３の動作例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。
【図１６】変形例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。
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【図１７】変形例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
１　構成
　図１は、表示装置１０のハードウェア構成の一例を示す図である。表示装置１０は、例
えばプリント機能、コピー機能、スキャン機能、ファクシミリ機能のうち少なくとも１つ
を有する画像処理装置である。ただし、表示装置１０は、画像処理装置に限定されず、例
えばパーソナルコンピュータ、スマートフォン、又はタブレット端末であってもよい。表
示装置１０は、制御部１１と、記憶部１２と、格納部１３と、表示部１４と、操作部１５
とを備える。これらの部位は、バス１６を介して接続されている。
【００１９】
　制御部１１は、表示装置１０の各部を制御して、本実施形態に係る表示制御処理を実行
する。制御部１１には、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）が含まれてもよい。
記憶部１２は、制御部１１に本実施形態に係る表示制御処理を実行させるためのプログラ
ムを記憶する。記憶部１２には、例えばＲＯＭ（Read Only Memory）及びＲＡＭ（Random
 Access Memory）が含まれてもよい。格納部１３は、本実施形態に係る表示制御処理に用
いられる各種のデータを記憶する。このデータには、複数の設定項目が順番に並べられた
リスト２０と、項目テーブル１３１とが含まれる。記憶部１２には、例えばハードディス
クドライブ又はＳＳＤ（Solid State Drive）が含まれてもよい。表示部１４は、記憶部
１２に記憶されたリスト２０を表示する。表示部１４には、例えば液晶ディスプレイが含
まれてもよい。操作部１５は、表示部１４に表示されたリスト２０に対して行われた操作
を受け付け、この操作を示す操作情報を制御部１１に供給する。操作部１５には、例えば
マウスとタッチパネルとが含まれてもよい。また、表示部１４と操作部１５とによりタッ
チスクリーンが構成されてもよい。
【００２０】
　図２は、項目テーブル１３１の一例を示す図である。項目テーブル１３１は、リスト２
０に含まれる各設定項目と他の設定項目との関係を示す。項目テーブル１３１には、グル
ープの識別子と、設定項目の識別子と、関連項目の識別子とが含まれる。設定項目は、表
示装置１０の設定内容を示す項目である。例えば設定項目は、表示装置１０が有する各種
の機能の設定内容を示す項目であってもよい。関連項目は、設定項目と関連する他の設定
項目である。グループの識別子、設定項目の識別子、関連項目の識別子は、それぞれグル
ープ、設定項目、関連項目を一意に識別する情報である。グループの識別子は、予め定め
られた順番に従って並べられている。また、同一のグループに属する設定項目の識別子も
、予め定められた順番に従って並べられている。
【００２１】
　各グループの識別子には、そのグループに属する設定項目の識別子が関連付けられてい
る。例えばグループ「ＰＤＦセキュリティ」には、設定項目「有効」が関連付けられてい
る。これは、設定項目「有効」がグループ「ＰＤＦセキュリティ」に属することを示す。
また、各設定項目の識別子には、その設定項目の関連項目の識別子が関連付けられている
。例えば設定項目「有効」には、関連項目「同一グループの他の設定項目」が関連付けら
れている。これは、設定項目「有効」の関連項目が「同一グループの他の設定項目」、す
なわちグループ「ＰＤＦセキュリティ」に属する「有効」以外の設定項目であることを示
す。
【００２２】
　図３は、表示部１４に表示されたリスト２０の一例を示す図である。図３中のｘ方向及
びｙ方向は、表示部１４の画面と平行な互いに直交する方向を示す。表示部１４には、表
示範囲１４１内の内容が画面として表示される。リスト２０は、表示部１４の表示範囲１
４１より大きい。そのため、表示部１４には、リスト２０の一部である表示範囲１４１に
含まれる部分だけが表示される。すなわち、リスト２０のうち表示範囲１４１に含まれな
い部分は非表示となる。利用者がリスト２０をスクロールする操作を行うと、リスト２０
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が移動されることにより、非表示の部分が表示されるようになる。このスクロールとは、
上下又は左右に動かしながら表示することをいう。この例では、リスト２０に含まれる複
数の設定項目は、項目テーブル１３１に並べられた順番に従ってｙ方向に沿って並べられ
ている。各設定項目には、操作を受け付ける操作画像が含まれる。利用者は、この操作画
像を用いて設定項目に対する操作を行う。また、各グループの先頭には、グループのタイ
トルが含まれる。例えばグループ「ＰＤＦセキュリティ」の先頭には、「ＰＤＦセキュリ
ティ」と記載されたタイトル２０１が含まれる。利用者は、ｙ方向に沿って複数の設定項
目を確認していき、必要に応じて設定項目に対して操作を行う。また、図３に示すように
、表示範囲１４１の－ｙ方向の端には、固定画像３０が表示されている。固定画像３０は
、表示位置が固定されており、スクロール操作が行われても移動しない。したがって、リ
スト２０は、表示範囲１４１のうち固定画像３０を除いた部分に表示されている。なお、
以下の説明では、表示範囲１４１の－ｙ方向の端を「上端」といい、ｙ方向の端を「下端
」という。
【００２３】
　図４は、表示装置１０の機能構成の一例を示す図である。表示装置１０は、取得部１１
１と、スクロール部１１２として機能する。これらの機能は、記憶部１２に記憶されたプ
ログラムと、このプログラムを実行する制御部１１との協働により、制御部１１が演算を
行うことにより実現される。
【００２４】
　取得部１１１は、表示部１４に表示されたリスト２０に含まれる設定項目に対して利用
者により操作が行われると、この操作を示す操作情報を操作部１５から取得する。設定項
目に対する操作には、設定項目を変更する操作と、設定項目を選択する操作と、設定項目
を入力する操作とのうち少なくともいずれかが含まれる。設定項目を選択する操作には、
例えば設定項目をタッチする操作又は設定項目の上にマウスポインタを重ねてマウスをク
リックする操作に加えて、設定項目の上にカーソルを重ねる操作や設定項目の上にカーソ
ルを重ねた状態を定められた時間以上継続する操作が含まれてもよい。取得部１１１が取
得した操作情報は、スクロール部１１２に供給される。
【００２５】
　スクロール部１１２は、取得部１１１が設定項目に対する操作を示す操作情報を取得す
ると、操作された設定項目（以下、「対象項目」という。）の関連項目が優先して表示さ
れるようリスト２０をスクロールする。この関連項目は、記憶部１２に記憶された項目テ
ーブル１３１を参照して特定される。リスト２０のスクロールは、例えばスクロール方向
とスクロール量とを示す制御信号を表示部１４に供給することにより実現される。
【００２６】
　関連項目には、対象項目と同一グループに属する他の設定項目である第１の関連項目と
、対象項目と併せて操作されるよう予め定められた他の設定項目である第２の関連項目と
が含まれる。この第２の関連項目には、例えば対象項目が変更されると変更が必要となる
他の設定項目や、対象項目と連動して変更されるべき他の設定項目が含まれてもよい。図
２に示す例では、グループ「ＰＤＦセキュリティ」に属する設定項目「有効」の関連項目
は、この設定項目と同一グループに属する設定項目であるため、第１の関連項目である。
一方、グループ「ＰＤＦセキュリティ」に属する設定項目「権限　パスワード」の関連項
目は、この設定項目と併せて操作されるよう予め定められた他の設定項目「権限　印刷を
許可」、「権限　変更を許可」、「権限　コピーを許可」、及び「権限　アクセスを許可
」であるため、第２の関連項目である。
【００２７】
　上述した「優先して表示」とは、探し易くなるように表示することを示す。例えば「優
先して表示」には、利用者が探し易い位置に表示することが含まれてもよい。この探し易
い位置には、例えば表示範囲１４１の上端又は下端が含まれてもよい。ただし、探し易い
位置は、表示範囲１４１の上端又は下端に限定されず、表示範囲１４１の中央又は角が含
まれてもよい。
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【００２８】
　関連項目が優先して表示されるようスクロールする方法としては、例えば関連項目が表
示部１４の表示範囲１４１の上端又は下端に表示される位置までリスト２０をスクロール
する方法が用いられてもよい。ただし、図３に示すように、表示範囲１４１の上端に固定
画像３０が表示されている場合、固定画像３０を除いた表示範囲１４１の上端、すなわち
固定画像３０から見てｙ方向に隣り合う位置が表示範囲１４１の上端として用いられても
よい。なお、この例では、表示範囲１４１の「上端」、「下端」が、それぞれ本発明に係
る画面の「一端」、「他端」として用いられている。
【００２９】
　上述した方法において、関連項目が複数存在する場合、これらの関連項目のうち定めら
れた条件を満たす１の関連項目（以下、「対象の関連項目」という。）が画面の一端又は
他端に表示されるようスクロールされてもよい。この定められた条件は、例えば対象項目
に対して操作を行った利用者が次に興味があると考えられる関連項目を示す条件であって
もよい。対象の関連項目は、例えば対象項目より順番が後ろの関連項目であってもよい。
また、対象項目より順番が後ろの関連項目が複数存在する場合、対象の関連項目はこれら
の関連項目のうち定められた順番の関連項目であってもよい。定められた順番は、例えば
最初であってもよいし、最後であってもよい。また、上述した方法において、関連項目が
複数存在し、且つこれらの関連項目が表示範囲１４１内に収まる場合には、これらの関連
項目が全て表示される位置までリスト２０がスクロールされてもよい。複数の関連項目が
表示範囲１４１内に収まるか否かは、例えば表示範囲１４１の大きさと、複数の関連項目
が占める表示領域の大きさとを比較することにより判定されてもよい。
【００３０】
　また、関連項目が優先して表示されるようスクロールする他の方法としては、関連項目
が第１の関連項目である場合において、対象項目が属するグループ（以下、「対象グルー
プ」という）と他のグループとが画面に並べて表示されているときは、画面に占める対象
グループの表示領域が増加する、すなわち画面に占める他のグループの表示領域が減少す
るようにリスト２０をスクロールする方法が用いられてもよい。
【００３１】
　さらに、関連項目が優先して表示されるようスクロールする他の方法としては、対象項
目と関連項目とが表示されるようリスト２０をスクロールするという方法が用いられても
よい。この方法において、リスト２０において対象項目に続いて関連項目が並べられてい
る場合には、対象項目が表示範囲１４１の上端に表示されるようスクロールされてもよい
。
【００３２】
２　動作
２．１　第１の動作例
　図５は、表示装置１０の第１の動作例を示すフローチャートである。ステップＳ１１に
おいて、リスト２０の一部が表示部１４に表示される。ステップＳ１２において、操作部
１５においてリスト２０に含まれる１の設定項目に対する操作を受け付ける。これに応じ
て、この操作を示す操作情報が取得部１１１に供給される。ステップＳ１３において、記
憶部１２に記憶された項目テーブル１３１を参照して、操作が行われた対象項目の関連項
目が特定される。ステップＳ１４において、関連項目が表示範囲１４１の上端又は下端に
移動するまでリスト２０がスクロール部１１２によりスクロールされる。
【００３３】
　図６は、第１の動作例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。図６（ａ）
に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が表示さ
れている（ステップＳ１１）。図６（ｂ）に示すように、利用者が「権限　コピーを許可
」という設定項目２２１を変更する操作を行うと（ステップＳ１２）、図２に示す項目テ
ーブル１３１を参照して「権限　コピーを許可」という設定項目２２１の関連項目、すな
わち「権限　パスワード」という設定項目２１８、「権限　印刷を許可」という設定項目
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２１９、「権限　変更を許可」という設定項目２２０、「権限　アクセスを許可」という
設定項目２２２が特定される（ステップＳ１３）。これらの関連項目は、第２の関連項目
である。この場合、図６（ｃ）及び６（ｄ）に示すように、これらの関連項目のうち最初
の関連項目である「権限　パスワード」という設定項目２１８が固定画像３０を除いて表
示範囲１４１の上端に移動するまで、リスト２０がｙ方向にスクロールされる（ステップ
Ｓ１４）。これにより、「権限　パスワード」という設定項目２１８が表示範囲１４１の
上端に表示される。この例では、対象項目である設定項目２２１は、関連項目である設定
項目２２０と設定項目２２２との間に位置する。設定項目２１８が表示範囲１４１の上端
に表示されると、設定項目２１８～２２２は表示範囲１４１内に収まる。そのため、対象
項目である設定項目２２１と、その関連項目である設定項目２１８、２１９、２２０、及
び２２２とが併せて表示される。
【００３４】
　図７は、第１の動作例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。図７（ａ）
に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が表示さ
れている（ステップＳ１１）。図７（ａ）に示すように、利用者が「権限　パスワード」
という設定項目２１８を変更する操作を行うと（ステップＳ１２）、図２に示す項目テー
ブル１３１を参照して「権限　パスワード」という設定項目２１８の関連項目である「権
限　印刷を許可」という設定項目２１９、「権限　変更を許可」という設定項目２２０、
「権限　コピーを許可」という設定項目２２１、「権限　アクセスを許可」という設定項
目２２２が特定される（ステップＳ１３）。これらの関連項目は、第２の関連項目である
。これらの関連項目は、表示範囲１４１内に全て収まる。この場合、図７（ｃ）及び７（
ｄ）に示すように、これらの関連項目のうち最後の関連項目である「権限　アクセスを許
可」という設定項目２２２が表示範囲１４１の下端に移動するまで、リスト２０が－ｙ方
向にスクロールされる（ステップＳ１４）。これにより、「権限　アクセスを許可」とい
う設定項目２２２が表示範囲１４１の下端に表示される。この例では、設定項目２１８に
続いて、設定項目２１９、２２０、２２１、及び２２２が並べられている。設定項目２２
２が表示範囲１４１の下端に表示されると、設定項目２１８～２２２は表示範囲１４１内
に収まる。そのため、対象項目である設定項目２１８と、関連項目である設定項目２１９
、２２０、２２１、及び２２２とが併せて表示される。
【００３５】
　図８は、第１の動作例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。図８（ａ
）に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が表示
されている（ステップＳ１１）。図８（ａ）に示すように、利用者が「メール送信」とい
う設定項目２１４を変更する操作を行うと（ステップＳ１２）、図２に示す項目テーブル
１３１を参照して「メール送信」という設定項目２１４の関連項目「同一グループの他の
設定項目」が特定される（ステップＳ１３）。これらの関連項目は、第１の関連項目であ
る。この場合、図８（ｂ）に示すように、「メール送信」という設定項目２１４より順番
が後ろの関連項目のうち最初の関連項目である「ＦＴＰ送信」という設定項目２１５が表
示範囲１４１の下端に移動するまで、リスト２０が－ｙ方向にスクロールされる（ステッ
プＳ１４）。これにより、「ＦＴＰ送信」という設定項目２１５が表示範囲１４１の下端
に表示される。この例では、設定項目２１４に続いて設定項目２１５が並べられている。
そのため、設定項目２１５が表示範囲１４１の下端に表示されると、対象項目である設定
項目２１４と、その関連項目の１つである設定項目２１５とが併せて表示される。
【００３６】
　図９は、第１の動作例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。図９（ａ
）に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が表示
されている（ステップＳ１１）。図９（ａ）に示すように、利用者が「ＵＳＢ保存」とい
う設定項目２２３を変更する操作を行うと（ステップＳ１２）、図２に示す項目テーブル
１３１を参照して「ＵＳＢ保存」という設定項目２２３の関連項目「同一グループの他の
設定項目」が特定される（ステップＳ１３）。これらの関連項目は、第１の関連項目であ
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る。この例では、「ＵＳＢ保存」という設定項目２２３とこれらの関連項目のうち設定項
目２２３より順番が後ろの関連項目である「モームディレクトリ保存」という設定項目２
２４、「ファイル名とフォーマットの変更」という設定項目２２５と、「カラースキャン
」という設定項目２２６とは表示範囲１４１内に全て収まる。この場合、図９（ｂ）に示
すように、これらの関連項目のうち最後の「カラースキャン」という設定項目２２６が表
示範囲１４１において下端に移動するまで、リスト２０が－ｙ方向にスクロールされる（
ステップＳ１４）。これにより、「カラースキャン」という設定項目２２６が表示範囲１
４１において下端に表示される。この例では、設定項目２２３に続いて、設定項目２２４
～２２６が並べられている。設定項目２２６が表示範囲１４１において下端に表示される
と、これらの設定項目２２３～２２６が表示範囲１４１内に収まる。そのため、対象項目
である設定項目２２３と、この設定項目２２３より順番が後ろの関連項目である設定項目
２２４～２２６とが併せて表示される。
【００３７】
２．２　第２の動作例
　図１０は、表示装置１０の第２の動作例を示すフローチャートである。第２の動作例は
、例えば関連項目が第１の関連項目である場合に行われる。ステップＳ２１において、リ
スト２０の一部が表示部１４に表示される。ステップＳ２２において、操作部１５におい
てリスト２０に含まれる１の設定項目に対する操作を受け付ける。これに応じて、この操
作を示す操作情報が取得部１１１に供給される。ステップＳ２３において、記憶部１２に
記憶された項目テーブル１３１を参照して、操作が行われた対象項目が属する対象グルー
プが特定される。ステップＳ２４において、対象グループと対象グループの一つ前の前グ
ループとが一画面に表示されているか否かが判定される。対象グループと前グループとが
一画面に表示されている場合、ステップＳ２４の判定がＹＥＳになり、処理はステップＳ
２５に進む。ステップＳ２５において、対象グループの先頭が表示範囲１４１の上端に移
動するまでスクロール部１１２によりリスト２０がスクロールされる。一方、上述したス
テップＳ２４において、対象グループと前グループとが一画面に表示されていない場合、
ステップＳ２４の判定がＮＯになり、処理はステップＳ２６に進む。ステップＳ２６にお
いて、上述したステップＳ２５とは異なる他のスクロール処理が行われる。
【００３８】
　図１１は、第２の動作例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。図１１（
ａ）に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が表
示されている（ステップＳ２１）。図１１（ｂ）に示すように、利用者が「有効」という
設定項目２１１を変更する操作を行うと（ステップＳ２２）、図２に示す項目テーブル１
３１を参照してこの「有効」という設定項目２１１が属するグループ「ＰＤＦセキュリテ
ィ」が対象グループとして特定される（ステップＳ２３）。図１１（ｂ）に示すように、
表示範囲１４１には、グループ「ＰＤＦセキュリティ」に属する設定項目と、一つ前のグ
ループ「共通」に属する設定項目とが両方とも含まれるため、これらのグループが一画面
に表示されていると判定される（ステップＳ２４の判定がＹＥＳ）。ここで、グループ「
ＰＤＦセキュリティ」に属する設定項目は表示範囲１４１内に全て収まらない。この場合
、図１１（ｃ）に示すように、グループ「ＰＤＦセキュリティ」の先頭にあるタイトル２
０１が固定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に移動するまで、リスト２０が－ｙ方
向にスクロールされる（ステップＳ２５）。これにより、図１１（ｄ）に示すように、グ
ループ「ＰＤＦセキュリティ」のタイトル２０１が表示範囲１４１の上端に表示される。
その結果、画面に占めるグループ「ＰＤＦセキュリティ」の表示領域は増加する。一方、
グループ「共通」は非表示となり、その表示領域はなくなる。
【００３９】
　図１２は、第２の動作例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。図１２
（ａ）に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が
表示されている（ステップＳ２１）。図１２（ｂ）に示すように、利用者が「有効」とい
う設定項目２１２を変更する操作を行うと（ステップＳ２２）、図２に示す項目テーブル
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１３１を参照してこの「有効」という設定項目２１２が属するグループ「文字認識（ＯＣ
Ｒ）」が対象グループとして特定される（ステップＳ２３）。図１２（ｂ）に示すように
、表示範囲１４１には、グループ「文字認識（ＯＣＲ）」に属する設定項目と、一つ前の
グループ「ＰＤＦセキュリティ」に属する設定項目とが両方とも含まれるため、これらの
グループが一画面に表示されていると判定される（ステップＳ２４の判定がＹＥＳ）。こ
こで、グループ「文字認識（ＯＣＲ）」に属する設定項目は表示範囲１４１内に全て収ま
る。この場合、図１２（ｃ）に示すように、グループ「文字認識（ＯＣＲ）」に属する最
後の「文字部分の圧縮」という設定項目２１３が表示範囲１４１において下端に移動する
まで、リスト２０が－ｙ方向にスクロールされる（ステップＳ２５）。これにより、図８
（ｄ）に示すように、グループ「文字認識（ＯＣＲ）」に属する設定項目が全て表示され
る。その結果、画面に占めるグループ「文字認識（ＯＣＲ）」の表示領域は増加する。一
方、画面に占めるグループ「ＰＤＦセキュリティ」の表示領域は減少する。
【００４０】
　図１３は、第２の動作例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。図１３
（ａ）に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が
表示されている（ステップＳ２１）。図１３（ａ）に示すように、利用者が「メール送信
」という設定項目２１４を変更する操作を行うと（ステップＳ２２）、図２に示す項目テ
ーブル１３１を参照して「メール送信」という設定項目２１４が属するグループ「スキャ
ン権限」が対象グループとして特定される（ステップＳ２３）。図１３（ａ）に示すよう
に、表示範囲１４１には、グループ「スキャン権限」に属する設定項目と、一つ前のグル
ープ「コピー権限」に属する設定項目とが両方とも含まれるため、これらのグループが一
画面に表示されていると判定される（ステップＳ２４の判定がＹＥＳ）。ここで、グルー
プ「スキャン権限」に属する設定項目は表示範囲１４１内に全て収まらない。この場合、
図１３（ｂ）に示すように、グループ「スキャン権限」の先頭にあるタイトル２０３が固
定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に移動するまで、リスト２０が－ｙ方向にスク
ロールされる（ステップＳ２５）。これにより、グループ「スキャン権限」のタイトル２
０３が固定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に表示される。その結果、画面に占め
るグループ「スキャン権限」の表示領域は増加する。一方、グループ「コピー権限」は非
表示となり、その表示領域はなくなる。
【００４１】
２．３　第３の動作例
　図１４は、表示装置１０の第３の動作例を示すフローチャートである。ステップＳ３１
において、リスト２０の一部が表示部１４に表示される。ステップＳ３２において、操作
部１５においてリスト２０に含まれる１の設定項目に対する操作を受け付ける。これに応
じて、この操作を示す操作情報が取得部１１１に供給される。ステップＳ３３において、
操作が行われた対象項目が表示範囲１４１の上端に移動するまでスクロール部１１２によ
りリスト２０がスクロールされる。
【００４２】
　図１５は、第３の動作例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。図１５（
ａ）に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が表
示されている（ステップＳ３１）。図１５（ａ）に示すように、利用者が「メール送信」
という設定項目２１４を変更する操作を行うと（ステップＳ３２）、図１５（ｂ）に示す
ように、「メール送信」という設定項目２１４が固定画像３０を除いて表示範囲１４１の
上端に移動するまで、リスト２０が－ｙ方向にスクロールされる（ステップＳ３３）。こ
れにより、「メール送信」という設定項目２１４が固定画像３０を除いて表示範囲１４１
の上端に表示される。この例では、「メール送信」という設定項目２１４に続いて、その
設定項目２１４より順番が後の関連項目が並べられている。そのため、対象項目である設
定項目２１４が固定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に表示されると、この設定項
目２１４とその設定項目２１４より順番が後の関連項目とが併せて表示される。
【００４３】
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　続いて図１５（ｃ）に示すように、利用者が「ＵＳＢ保存」という設定項目２１６を変
更する操作を行うと（ステップＳ３２）、図１５（ｄ）に示すように、「ＵＳＢ保存」と
いう設定項目２１６が固定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に移動するまで、リス
ト２０が－ｙ方向にスクロールされる（ステップＳ３３）。これにより、「ＵＳＢ保存」
という設定項目２１６が固定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に表示される。この
例では、設定項目２１６に続いてその設定項目２１６より順番が後の関連項目が並べられ
ている。したがって、対象項目である設定項目２１６が固定画像３０を除いて表示範囲１
４１の上端に表示されると、この設定項目２１６とその設定項目２１６より順番が後の関
連項目とが併せて表示される。
【００４４】
　上述した第１の動作例～第３の動作例は、単独で行われてもよいし、組み合わせて行わ
れてもよい。例えば第２の動作例における他のスクロール処理は、第１の動作例又は第３
の動作例であってもよい。この場合、第２の動作例と重複する処理については行われなく
てもよい。一方、他のスクロール処理は必ずしも行われなくてもよい。例えばステップＳ
２４の判定がＮＯである場合には、スクロールが行われなくてもよい。また、第１の動作
例～第３の動作例のうち少なくとも２つが続けて行われてもよい。例えばリスト２０の画
面遷移は、図１１、７、１２、６に示す順に行われてもよい。また、リスト２０の画面遷
移は、図１３、１５に示す順、図１３、８に示す順、又は図１３、９に示す順に行われて
もよい。なお、これらの画面遷移の間に、利用者によりリスト２０をスクロールする操作
が行われてもよい。また、上述した第１の動作例～第３の動作例は、切り替えて行われて
もよい。例えば、関連項目が第１の関連項目である場合には第２の動作例が行われ、関連
項目が第２の関連項目である場合には、第１の動作例又は第３の動作例が行われてもよい
。さらに、上述した第１の動作例～第３の動作例において、矛盾のない限り、第１の関連
項目と第２の関連項目とが入れ替えられてもよい。
【００４５】
　以上説明した実施形態によれば、対象項目に対する操作が行われたときに関連項目が優
先して表示されるように利用者の操作を介さずにスクロールされるため、関連項目が探し
易くなる。その結果、関連項目を確認することが容易となり、関連項目の確認漏れや設定
ミスを防ぐことができる。また、利用者は、対象項目に対する操作を行った後に、関連項
目が表示される位置までリスト２０をスクロールする操作を行わなくても関連項目に対す
る操作を行うことができる。さらに、関連項目が第１の関連項目である場合には、関連項
目が第１の関連項目とは異なる設定項目である場合に比べて、対象項目と同一のグループ
に属する他の設定項目が探し易くなる。一方、関連項目が第２の関連項目である場合には
、関連項目が第２の関連項目とは異なる設定項目である場合に比べて、対象項目と併せて
操作されるよう予め定められた他の設定項目が探し易くなる。
【００４６】
　さらに、図６及び７に示す例では、対象項目に対する操作が行われたときに関連項目が
画面の上端又は下端に表示される位置までリスト２０がスクロールされるため、他の設定
項目が画面の上端又は下端に表示される位置までリスト２０がスクロールされる場合に比
べて、関連項目が探し易くなる。さらに、図６及び７に示す例では、対象項目に対する操
作が行われたときに複数の関連項目が全て表示される位置までリスト２０がスクロールさ
れるため、これらの関連項目の少なくとも一部が表示されない位置までリスト２０がスク
ロールされる場合に比べて、複数の関連項目が探し易くなる。
【００４７】
　さらに、図８に示す例では、対象項目に対する操作が行われたときに対象項目より順番
が後の少なくとも１の関連項目のうち最初の関連項目が画面の下端に表示される位置まで
リスト２０がスクロールされるため、他の関連項目が画面の下端又は上端に表示される位
置までリスト２０がスクロールされる場合に比べて、この関連項目が探し易くなる。さら
に、図９に示す例では、対象項目に対する操作が行われたときに対象項目と関連項目とが
両方とも表示されるようにリスト２０がスクロールされるため、利用者は関連項目を見な
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がら対象項目を操作することができる。
【００４８】
　さらに、図１１～１３に示す例では、対象項目に対する操作が行われたときに対象項目
が属するグループの表示領域が増加するようにリスト２０がスクロールされるため、対象
項目が属するグループの表示領域が減少するようにリスト２０がスクロールされる場合に
比べて、対象項目と同一のグループに属する他の設定項目が探し易くなる。言い換えると
、図１１～１３に示す例では、対象項目が属するグループと並べて表示されてる他のグル
ープの表示領域が減少するようにリスト２０がスクロールされるため、他のグループの表
示領域が増加するようにリスト２０がスクロールされる場合に比べて、対象項目と同一の
グループに属する他の設定項目が探し易くなる。
【００４９】
３　変形例
　上述した各実施形態は、本発明の一例である。本発明は、上述した各実施形態に限定さ
れない。また、上述した各実施形態が以下の例のように変形して実施されてもよい。この
とき、以下の２以上の変形例が組み合わせて用いられてもよい。
【００５０】
　上述した実施形態において、スクロール部１１２は、第１の関連項目が画面の上端に表
示される位置までリスト２０をスクロールしてもよい。例えば図８に示す例において、利
用者が「メール送信」という設定項目２１４を変更する操作を行うと、この設定項目２１
４より順番が後の関連項目のうち最初の関連項目である「ＦＴＰ送信」という設定項目２
１５が、固定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に移動するまで、リスト２０がスク
ロールされてもよい。或いは、この場合に、設定項目２１４の関連項目のうち最初の関連
項目である「アプリへのアクセス」という設定事項が、固定画像３０を除いて表示範囲１
４１の上端に移動するまで、リスト２０がスクロールされてもよい。
【００５１】
　上述した実施形態において、スクロール部１１２は、複数の関連項目が画面に収まる場
合には、複数の関連項目が表示される位置であればどの位置までリスト２０をスクロール
してもよい。例えば図６に示す例において、設定項目２１８から２２２が表示範囲１４１
の中央に表示されるように、リスト２０がスクロールされてもよい。
【００５２】
　上述した実施形態において、関連項目を優先して表示するためにスクロールする方向が
定められた方向に沿っている場合に限り、スクロール部１１２によるスクロールが行われ
てもよい。すなわち、関連項目を優先して表示するためにスクロールする方向が定められ
た方向と異なる場合には、スクロール部１１２によるスクロールは行われなくてもよい。
この定められた方向は、例えばリスト２０において複数の設定項目が並べられた方向と反
対の方向、例えば－ｙ方向である。これは、利用者がリスト２０に含まれる複数の設定項
目を順方向であるｙ方向に沿って確認するためには、リスト２０が－ｙ方向にスクロール
される必要があるためである。この場合、図７に示すように、操作が行われた設定項目か
ら見てｙ方向に関連項目がある場合には、関連項目を優先して表示するためにスクロール
する方向は－ｙ方向になるため、スクロール部１１２によるスクロールが行われる。一方
、例えば操作が行われた設定項目から見て－ｙ方向に関連項目がある場合には、関連項目
を優先して表示するためにスクロールする方向はｙ方向になるため、スクロール部１１２
によるスクロールは行われない。これは、例えば操作が行われた設定項目から見て－ｙ方
向にある関連項目は、利用者が既に確認したと考えられるため、優先して表示しなくても
よいと考えらえるためである。
【００５３】
　ただし、例えば利用者がリスト２０においてｙ方向にリスト２０をスクロールする操作
を行った場合には、このスクロール操作の方向が定められた方向として用いられてもよい
。これは、利用者がリスト２０をｙ方向にスクロールする操作を行った場合には、リスト
２０を複数の設定項目が並べられた方向とは逆方向である－ｙ方向に沿って確認している
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と考えられるためである。例えば、図７に示す例において、利用者がリスト２０をｙ方向
にスクロールする操作を行った場合を想定する。この場合、操作が行われた設定項目から
見て－ｙ方向に関連項目がある場合には、関連項目を優先して表示するためにスクロール
する方向はｙ方向になるため、スクロール部１１２によるスクロールが行われる。一方、
例えば操作が行われた設定項目から見てｙ方向に関連項目がある場合には、関連項目を優
先して表示するためにスクロールする方向は－ｙ方向になるため、スクロール部１１２に
よるスクロールは行われない。これは、例えば利用者がリスト２０をｙ方向にスクロール
する操作を行った場合、操作が行われた設定項目から見て－ｙ方向にある関連項目は、利
用者が探している対象である可能性があるため、優先して表示してもよいと考えらえるた
めである。
【００５４】
　上述した実施形態において、利用者の操作に応じてリスト２０がスクロールされた結果
、一のグループと他のグループとが一画面に並べて表示された状態になった場合には、い
ずれかのグループが優先して表示されるようにリスト２０がスクロールされてもよい。こ
の場合、取得部１１１は、表示部１４に表示されたリスト２０をスクロールする操作が行
われると、この操作を示す操作情報を操作部１５から取得する。スクロール部１１２は、
取得部１１１が取得したこの操作情報が示す操作に応じてリスト２０をスクロールした後
、１のグループと他のグループとが表示部１４の画面に並べて表示されている場合には、
１のグループと他のグループとのうち定められた条件を満たすグループの画面に占める表
示領域が増加するように、リスト２０をさらにスクロールする。この定められた条件は、
利用者が興味があることを示す条件である。例えば定められた条件は、表示領域が大きい
という条件であってもよい。すなわち、本発明は、複数のグループに属する複数の項目が
順番に並べられたリストの一部が表示部に表示され、前記リストをスクロールする操作が
行われると、前記操作を示す操作情報を取得する取得部と、前記操作情報が示す前記操作
に応じて前記リストをスクロールした後、前記複数のグループに含まれる１のグループと
他のグループとが前記表示部の画面に並べて表示されている場合には、前記１のグループ
と前記他のグループとのうち定められた条件を満たすグループの前記画面に占める表示領
域が増加するように、前記リストをさらにスクロールするスクロール部とを備える表示制
御装置を提供してもよい。
【００５５】
　図１６は、この変形例に係るリスト２０の画面遷移の一例を示す図である。図１６（ａ
）に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が表示
されている。図１６（ｂ）に示すように、利用者がリスト２０を－ｙ方向にスクロールす
る操作を行うと、この操作に応じてリスト２０が－ｙ方向にスクロールされる。これによ
り、図１６（ｂ）に示すように、表示範囲１４１には、グループ「文字認識（ＯＣＲ）」
に属する設定項目と、一つ前のグループ「ＰＤＦセキュリティ」に属する設定項目とが両
方とも含まれる状態になる。この例では、グループ「文字認識（ＯＣＲ）」に関する情報
の表示領域の大きさがグループ「ＰＤＦセキュリティ」に関する情報の表示領域の大きさ
よりも大きい。この場合、図１６（ｃ）に示すように、グループ「文字認識（ＯＣＲ）」
の先頭にあるタイトル２０２が固定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に移動するま
で、リスト２０が－ｙ方向にスクロールされる。これにより、グループ「文字認識（ＯＣ
Ｒ）」のタイトル２０２が固定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に表示される。そ
の結果、画面に占める「文字認識（ＯＣＲ）」の表示領域が増加する。一方、グループ「
ＰＤＦセキュリティ」は非表示となり、その表示領域はなくなる。これは、利用者のスク
ロール操作の結果、図１６（ｂ）に示す状態になった場合には、利用者は既にグループ「
ＰＤＦセキュリティ」に属する設定項目の確認が終了しており、スクロール操作により新
たに表示されたグループ「文字認識（ＯＣＲ）」に属する設定項目の方がより関心がある
と考えられるためである。この変形例によれば、利用者がより関心があると考えられるグ
ループの設定項目を確認し易くすることができる。
【００５６】
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　図１７は、この変形例に係るリスト２０の画面遷移の別の例を示す図である。図１７（
ａ）に示すように、表示部１４にはリスト２０のうち表示範囲１４１に含まれる部分が表
示されている。図１７（ａ）に示すように、利用者がリスト２０をｙ方向にスクロールす
る操作を行うと、この操作に応じてリスト２０がｙ方向にスクロールされる。これにより
、図１７（ｂ）に示すように、表示範囲１４１には、グループ「文字認識（ＯＣＲ）」の
タイトル２０２と、一つ前のグループ「ＰＤＦセキュリティ」に属する設定項目とが両方
とも含まれる状態になる。この例では、グループ「ＰＤＦセキュリティ」に関する情報の
表示領域の大きさがグループ「文字認識（ＯＣＲ）」に関する情報の表示領域の大きさよ
りも大きい。この場合、図１７（ｃ）に示すように、グループ「ＰＤＦセキュリティ」の
先頭にあるタイトル２０１が固定画像３０を除いて表示範囲１４１の上端に移動するまで
、リスト２０がｙ方向にスクロールされる。これにより、グループ「ＰＤＦセキュリティ
」の表示領域が増加する。一方、グループ「文字認識（ＯＣＲ）」は非表示となり、その
表示領域はなくなる。これは、利用者のスクロール操作の結果、図１７（ｂ）に示す状態
になった場合には、利用者は既にグループ「文字認識（ＯＣＲ）」に属する設定項目の確
認が終了しており、スクロール操作により新たに表示されたグループ「ＰＤＦセキュリテ
ィ」に属する設定項目の方がより関心があると考えられるためである。この変形例によれ
ば、利用者がより関心があると考えられるグループの設定項目を確認し易くすることがで
きる。
【００５７】
　上述した実施形態において、リスト２０の構造は、上述した例に限定されない。例えば
各グループの先頭には、必ずしもグループのタイトルが設けられなくてもよい。各グルー
プの先頭には、グループのタイトル以外の情報を示す画像が設けられてもよいし、グルー
プの最初の設定項目が設けられていてもよい。また、リスト２０に含まれる項目は、表示
装置１０が有する機能の設定内容を示す設定項目に限定されない。リスト２０には、順番
に並べられる項目であれば、どのような項目が含まれてもよい。
【００５８】
　上述した実施形態において、表示装置１０の構成は、上述した例に限定されない。表示
装置１０は、他のハードウェア構成を備えていてもよいし、表示装置１０の一部のハード
ウェア構成が他の装置に設けられていてもよい。また、表示装置１０の機能の一部が他の
装置により実現されてもよい。また、上述した実施形態では、表示装置１０が本発明に係
る表示制御装置として用いられていたが、本発明に係る表示制御装置は、表示装置１０に
限定されない。例えば表示制御装置は、表示装置１０と同様の制御部１１、記憶部１２、
及び格納部１３を備える一方、表示部１４及び操作部１５を備えていなくてもよい。この
場合、表示部１４及び操作部１５は、表示制御装置の外部に設けられてもよい。
【００５９】
　上述した実施形態において、表示装置１０において行われる処理のステップは、上述し
た例に限定されない。この処理のステップは、矛盾のない限り、入れ替えられてもよい。
また、本発明は、表示装置１０において行われる処理のステップを備える方法として提供
されてもよい。
【００６０】
　本発明は、表示装置１０において実行されるプログラムとして提供されてもよい。この
プログラムは、インターネットなどの通信回線を介してダウンロードされてもよいし、磁
気記録媒体（磁気テープ、磁気ディスクなど）、光記録媒体（光ディスクなど）、光磁気
記録媒体、半導体メモリなどの、コンピュータが読取可能な記録媒体に記録した状態で提
供されてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
１０：表示装置、１１：制御部、１２：記憶部、１３：格納部、１４：表示部、１５：操
作部、１１１：取得部、１１２：スクロール部
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【図１７】
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